
【年金特別徴収（年金天引き）の期別保険料額を平準化します】

　過去に年間所得の増減などの理由で介護保険料額の変更があった方については、年金特別
徴収（年金天引き）の期別保険料額について、４月、６月、８月に納付する金額と１０月、
１２月、２月に納付する金額に差が生じる場合があるため、各期別保険料を極力均等にする
平準化処理を実施します。

◎平準化の内容
　確定した年間保険料額から、仮徴収期の４月、６月に納付した金額を差し引いた残額を、
８月に納めていただく金額を調整することで、１０月～翌年２月の３回の納付額を年額を６
分割した場合の平均に近づくよう算定します。
　日本年金機構等から通知される８月の天引き額と金額が異なりますが、本市から通知する
金額が正しい天引き額となります。
　
　平準化を行うことで、年間保険料額が増額、減額されるといったことはありません。

◎平準化の説明図
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平準化を行わない場合

年度前半の保険料額が少ない場合の平準化の例
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年度前半、後半で期別保険料額に差がある場合、年度が替わるごとに
金額の大きい半年間が前半、後半で入れ替わり、金額の差は変わりません。

平準化を行うことにより、今年度８月に納付する保険料額を調整し、
１０月から翌年２月までの３回に納めていただく保険料を均等にします。
年間に納めていただく保険料の総額が増額、減額することはありません。

年度前半の保険料額が多い場合の平準化の例

平準化


